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はじめに

　2004年、イスタンブールで開催された北大西洋条約機構（NATO）首脳会議に

て、NATOは中東諸国とのパートナーシップとしてイスタンブール協力イニシア

チブ（ICI: Istanbul Cooperation Initiative）を創設した(１)。欧州・大西洋地域の軍

事同盟であるNATOが中東諸国との関係構築に乗り出したものであり、非常に画

期的なものであったと言える。ICIに参加しているのは湾岸協力会議（GCC: Gulf

Cooperation Council）の一部諸国にとどまり、イラン、イラクそれにサウジアラ

ビアといった中東地域における諸紛争、あるいは中東を発信源とするテロの問

題に大きく関わる国々は枠外にあるため、静かな滑り出しでもあるが、いずれ

にせよ旧東側諸国と対峙することを存在意義としていた軍事同盟の変容には刮

目すべきものがある。

　しかしながら、ICIについて否定的に評価する論調は多い。最も分かりやすい

のは、成功例としての1990年代の平和のためのパートナーシップ（PFP: Partner-

ship for Peace）の延長上にICIを捉え、ICI諸国にはNATO拡大の機会が与えられ

ておらず、また民主化の可能性も未知数であることから、「ワルシャワ条約機構

諸国に対して成功を収めたPFPとの比較は、良くて誤解である（The comparison

with the successful Partnership for Peace in the Warsaw pact states is misleading at

best）」とする論調である(２)。このような論調に対して本稿が提示するのは、PFP

を中・東欧諸国に対して最終的にNATO加盟にまで至らせた機能と完全に同一視

してよいのか、そしてそのような同一視を前提としてICIを否定的に評価してよ
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いのかという視点である。本稿は、NATOの対中東関与について、NATOおよび

NATOのパートナーシップ全体像の変容を俯瞰しながら、その意義を考察するも

のである(３)。

I　NATOとそのパートナーシップの変容

１　冷戦後NATOの変容

　NATOが、当初冷戦期において集団防衛のための軍事同盟として創設されたこ

とは論を待たないが、冷戦後、地域的な安全保障主体化を経て、特に2001年の

9.11アメリカ同時多発テロ発生後、グローバルな安全保障主体へと変貌を遂げつ

つある(４)。

　NATOは、その設立条約である北大西洋条約5条にいわゆる集団防衛条項を持

ち、さらに同条約6条にて5条が適用される地理的範囲を基本的に加盟国領土と

定めている(５)。冷戦期のNATOはこの規定に忠実で、また実際に欧州・大西洋地

域で冷戦が「熱戦」に転化することはなかったことから、NATOは「行動なくし

て議論のみ（No Action, Talks Only）」の略であると揶揄されることすらあった。

　しかしながら、冷戦が終焉すると、その後の地域紛争や民族紛争が勃発する

不安定な地域情勢の中で、NATOは地域的安全保障主体としての性格を獲得して

いった(６)。最大の転機となったのは一連の旧ユーゴ紛争、なかでも1992年から

顕在化したボスニア紛争と1999年にNATOが当初から直接軍事介入したコソボ

紛争であった。このようなNATOの変貌が明確に読み取れるのは、1991年に策

定されたローマ新戦略概念(７)と1999年に策定されたワシントン戦略概念(８)にお

ける危機管理任務の位置づけの比較においてである。ローマ新戦略概念では、

第42項において、加盟国の安全を脅かす軍事的脅威につながりうる危機の際に

は、NATOの軍事力は危機管理と紛争の平和的解決に貢献するとされているのに

対し、ワシントン戦略概念では、第49項にて、NATO軍事力の貢献対象として、

集団防衛任務と並列的に「欧州・大西洋の安全に影響を及ぼすような危機」を

掲げており、ここに至ってNATOが地域的集団安全保障機構となったことが読み

とれる。

　旧ユーゴ紛争以後のNATOの変容の契機となったのは、2001年の9.11アメリ

カ同時多発テロであり、それによってNATOはグローバルな安全保障主体へと変

貌を遂げつつある。1999年のワシントン戦略概念策定以後、NATOは戦略概念を
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改訂していない。2009年4月のストラスブール・ケールNATO 60周年記念首脳

会議にて、戦略概念改訂作業が公式に開始されており、本稿執筆時点ではその

作業の推移を見守るしかないが、現時点で次なる戦略概念に最も近い存在は、

2006年のリガNATO首脳会議で発出された包括的政治指針（CPG: Comprehensive

Political Guidance）(９)であろう。CPGでは、テロ等の脅威を念頭に置きつつ、第

7項にて、対応すべき脅威について、「それがどこからもたらされるものであろ

うとも（wherever they may come）」としている。これは、既に2002年のプラハ

NATO首脳会議での首脳宣言(10)で用いられていた表現であり、NATOが「どこで

も同盟」へと変貌したことを物語る明快な表現である。ただし、これはNATOが

全世界のあらゆる紛争に対応するという意味合いではなく、「どこでも」にかか

る脅威については、明確に、北大西洋条約における5条的なものが想定されてい

る(11)。その意味で、テロ後のNATOは、冷戦直後のNATOが、域内における5条

任務の延長として域外での5条的任務を担うようになったのち、加盟国の安全に

は必ずしも直接的にリンクしない危機に対応すべく地域的安全保障機構化した

のとは別系統で、さらなる域外、すなわち「域外・外（Out-of-Out-of-Area）」に

おける5条任務を担う「どこでも同盟」化したととらえるのが論理的であろう。

換言すれば、地域的安全保障機構化は「なんでも」ではあるが「どこでも」で

なく、グローバル化したNATOは「どこでも」ではあるが「なんでも」ではない

のである(12)。

　しかし、現実はより複雑である。同時多発テロに直接的にリンクされるアフ

ガニスタンの国際治安支援部隊（ISAF）や地中海での警戒活動を除き、パキス

タン地震救援活動を筆頭に、ダルフール問題でのアフリカ連合（AU: African

Union）の活動（AMIS: African Union Mission in Sudan）の支援、イラクにおける

NATO訓練ミッション、それにソマリア沖海域における海賊対策任務など、実際

のNATOの活動はグローバルに、かつ必ずしも5条的な脅威と直接的にリンクで

きないものを含むようになっている。この「言行不一致」を埋めるカギが、パー

トナーシップである。いみじくも、デ・ホープスヘッフェルNATO事務総長は、

「NATOが『グローバルな同盟』や『世界の警察官』になるのではなく、『グロー

バルなパートナーを伴った同盟（an alliance with global partners）』になるのだと

説明している」とされる(13)。
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２　NATOパートナーシップの変容: 2001年まで

　冷戦後、NATOは重層的なパートナーシップを構築している。これは、当初は

NATO東方拡大の一環、そして、広義の欧州・大西洋地域における安全保障共同

体構築につながるという色彩の強かったものであるが、9.11アメリカ同時多発テ

ロ以降は、次第にグローバル・アクターとしてのNATOの活動を支えるもの、ま

た、欧州・大西洋地域域外に安全を投影する「乗り物」という色彩も持つよう

になってきていると考えられる。

　冷戦終焉直後のNATOのパートナーシップは、1991年12月のブリュッセル

NATO外相理にて、旧ワルシャワ条約諸国との対話のフォーラムとして北大西

洋協力理事会（NACC: North Atlantic Cooperation Council）を構築したことから

はじまる。これは、1990年のロンドンNATO首脳会議で発出されたロンドン宣

言(14)で提案され、1991年11月のローマNATO首脳会議で決定されたものであ

る(15)。ロンドン宣言は特に北大西洋条約第2条に言及しているが、同条項は平和

的・友好的国際関係の発展と加盟国間の経済協力について規定するものであっ

た。また、NACCは防衛計画策定、軍民関係における民主的概念、軍民の航空管

制に関する協力および軍需の民需転換などを協力項目として掲げ、旧東側諸国

の体制転換を側面的に支援するものでもあった(16)。NACCは定期的な閣僚会合お

よび様々な下部会合を有していたが、基本的には「トーク・ショップ」であり、

NATO自体の拡大論議が活発化するにつれて活動は減少していった。

　1993年頃から中東欧諸国のNATO加盟希望が熱を帯びはじめると、アメリカ

国内での議論を経て、NATO拡大が政治日程に上りはじめた。1993年春のホロ

コースト博物館（ワシントンD.C.）開館セレモニーにおけるクリントン米大統

領とチェコのハベル大統領、それにポーランドのワレサ大統領の会談、同年夏

のロシアのエリツィン大統領の中・東欧諸国のNATO加盟を黙認するともとれる

発言などを経て、NATO拡大は次第に現実味を帯びつつあった。しかし、1994年

初頭の段階では、まだ具体的な政治日程に上るまでは至らず、むしろNATO拡大

の可能性をテコに中・東欧諸国の変革や能力構築を促すという状況にあった。

この文脈で、1994年1月のブリュッセルNATO首脳会議に前後して2つの出来事

が発生する。すなわち、クリントン米大統領の「（...）もはや問題は、NATOは

新規加盟国を迎えるべきかどうかではなく、いつ、どのようにであるかである

（[...] now the question is no longer whether NATO will take on new members but when
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and how.）」という発言(17)であり、「平和のためのパートナーシップ（PFP: Part-

nership for Peace）」創設である。

　PFPは、当初、「平和維持のためのパートナーシップ（Par tne r sh ip  fo r

Peacekeeping）」と呼ばれるはずであった(18)ことからも明らかなように、特に平和

協力活動（PKO）任務をNATOと共同で実施できる能力を構築することを目標に

したものであった。そしてそのような能力構築の実際的な支援のしくみが、

N A T O側が示した協力メニューのなかから参加国が「自己差別化（s e l f -

differentiation）」によって参加プログラムを決定する個別協力プログラム（IPP:

Individual Partnership Programme）であり、PFPを設立した「枠組文書（PFP

Framework Document）」第7項に規定されていた計画・再検討過程（PARP: Plan-

ning and Review Process）であった。これは北大西洋条約第3条に定められてい

るNATO自体の能力構築プログラムに類似したしくみで、パートナー諸国の能力

構築を2年サイクルで支援するものであった。また、「枠組文書」の末尾の第8項

には、北大西洋条約第4条に類似した安全保障協議を定めており、北大西洋条約

第5条の集団防衛に至らない緩やかなコミットメントを提供する機能も有してい

た。これは、最も緩やかな安全の保証（guarantee）である。そして、冷戦後の、

北大西洋条約第5条で想定されている集団防衛機能発動の可能性が遠のいたと考

えられていた状況において、最も実用的な安全保障機能でもあった。いみじく

も、ジュールワンNATO欧州連合軍最高司令官（SACEUR: Supreme Allied Com-

mander Europe）は「1994年以後のNATOは4条機関となっている」と述べてい

る(19)。

　PFPは、明示的に中・東欧諸国のNATO加盟につながるものではなかった。こ

のことは、NATO拡大を警戒していたロシアが、PFPに好意的反応を示したこと

からも明らかである(20)。しかし、PFPによって構築されるのはNATOとの相互運

用性に他ならず、それは間接的、そして中・長期的なNATO加盟準備でもあっ

た。「パートナーシップはNATO加盟のための待合室ではないが、その機会を否

定するものでもない」(21)のだった。すなわち、PFPは、長期的には究極的なNATO

加盟、そして短期的には北大西洋条約第4条的なコミットメントの提示という二

段構えの「磁力」により、パートナー諸国のNATOとの（主にPKOにおける）

共同行動能力の構築を促すという性格を有していたのである。PARPを含むPFP

の構築は、NATOのパートナーシップ政策に協働性という新たな性格をもたらし
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たのである。

　1994年末の「NATO拡大研究（Study on NATO Enlargement）」(22)発出以後、

NATO拡大は具体的な政治日程に組み込まれていくことになる。この過程で、

1997年7月のマドリッドNATO首脳会議にて、冷戦後NATOの第一次拡大決定と

同時に創設されたのが欧州・大西洋パートナーシップ理事会（EAPC: Euro-Atlan-

tic Partnership Council）である。EAPCはNACCを発展させたものであるが、参

加国を旧ワルシャワ条約機構加盟国からOSCE参加国に拡大した点で、NATOの

地域的安全保障機構化と軌を一にした質的な発展であることが読み取れる。ま

た、拡大の文脈では、「マドリッド首脳会議でNATO加盟に招請されなかった

パートナーに、N A T O 諸国との緊密化を図ることによって心理的保証

（reassurance）を与えるもの」とされた(23)。同時に、NATO加盟希望諸国との間

で個別集中対話（ID: Intensified Dialogue）が開始されることとなった(24)。

　1999年のワシントンNATO50周年首脳会議では、EAPC/PFPの地域的安全保障

としての側面とNATO加盟準備としての側面の両面における強化が見られた。こ

の際、NATO加盟準備のための仕組みとして創設されたのが加盟行動計画

（MAP: Membership Action Plan）である。MAPの最大の特色は、なによりもNATO

加盟準備のためのしくみであることを明示的に打ち出した点にあるが、実際面

では、上述の観点からテーラーメイド的な協力の仕組みを創設した点にある。

従来のPFPにおけるパートナー国支援が、NATO側が用意した協力のメニューの

中からパートナー諸国が選択的に参加するという、いわばアラカルト方式もし

くは自己差別化型であったのに対し、MAPでは、北大西洋条約へのコミットメ

ント、より具体的には「NATO拡大研究」で示された要件やNATOアキ？？？

（aquis: 改訂を重ねた戦略概念等のこれまでのNATOの蓄積）を履行できるよう

に加盟希望諸国自身が能力構築や国内改革等のプログラムを策定し、NATO側が

フィードバックや助言を与えるという方式であった。同時に、ワシントン首脳

会議では、地域的安全保障枠組としてのEAPC/PFP強化の観点から、「政軍枠組

み（PMF: Politico-Military Framework）」や「作戦能力概念（OCC: Operational

Capability Concept）」といった仕組みが導入された(25)。これらは、NATOとパー

トナー諸国が共同で作戦を実施するに際し、パートナー諸国の意思決定過程へ

のアクセスや、平時における実際的な能力整備を支援するものである。
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３　NATOパートナーシップの変容: 2001年以後

　2001年の9.11同時多発テロ発生後、2002年のプラハNATO首脳会議では、個

別パートナーシップ行動計画（IPAP: Individual Partnership Action Plan）および

対テロパートナーシップ行動計画（PAP-T: Partnership Action Plan against

Terrorism）が打ち出された(26)。これらは、対象国としてコーカサスと中央アジア

諸国が特に言及されていたことからも、明らかにこれまでのNATO加盟招請を視

野に入れていたNATOのパートナーシップ構造の変質を予感させるものであっ

た。その後、この変質の予感は、NATOが2004年にICIを、そして2006年のリガ

NATO首脳会議では日韓豪およびニュージーランドなどの「コンタクト諸国」と

の関係強化を打ち出した(27)ことにより、確固たるものとなりつつある。

　このようなNATOパートナーシップの変質は、2001年の9.11同時多発テロ発

生と、NATO拡大が次第に飽和しつつあることによってもたらされていると考え

られる。NATOは、2009年までに中・東欧12カ国を新規加盟国に迎え、28カ国

からなる軍事同盟に成長した。現時点で新規加盟招請に向けた道を歩んでいる

のは、MAPに参加している唯一の国であるマケドニアと、NATOとの間でIDを

実施しているウクライナ、グルジア、ボスニアおよびモンテネグロであるが、

「飛び地」になっているセルビア（と独立問題が解決した場合にはコソボ）もい

ずれ加盟を果たすものと考えられている。従って、残されているEAPC加盟国

は、上記以外の中央アジア・コーカサス諸国と欧州の中立諸国である。

　このように整理すると、2002年のプラハNATO首脳会議で創設された IPAP

が、コーカサスおよび中央アジア諸国を対象としていることの意味が見えてく

る。同首脳会議宣言では、第8項にて、「戦略的に重要なコーカサスおよび中央

アジア諸国」に言及しつつ、IPAPの創設を謳っている。IPAPは、対象国ごとに

個別に策定される、従来PFP枠内のIPPやPARPで実施されていたものよりも幅

広い協力プログラムであり、基本的には、政治・安全保障問題、防衛・安全保

障および軍事問題、広報、科学・環境問題、行政・防護および資源問題等の分

野をカバーするとされている。2009年8月現在、IPAPに参加しているのは、NATO

加盟に向かっているID参加国を除けば、コーカサスのアゼルバイジャンとアル

メニア両国とモルドバ、それにカザフスタンである。

　このうち、カザフスタンはOSCE議長国選出を目指す中での西側への接近の一

環という色彩が濃く(28)、モルドバは「中立」ゆえにNATO加盟という選択肢を封
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じた上での西側接近がIPAP参加の動機であると考えられる(29)。グルジアを除く

コーカサス両国について、そのIPAP参加の動機を見ると、まずアゼルバイジャ

ンについては、最終的には「パートナー諸国のための安全の保証（security guar-

antees for Partners）」があげられており(30)、将来的なNATO加盟に関しても時折

議論がある。他方、アルメニアに関しては事情がやや複雑である。同国は、国

内に大規模なロシアの軍事基地を抱え、さらにロシア主導の集団安全保障機構

（CSTO: Collective Security Treaty Organization）加盟国であることもあって、現

時点でNATO加盟が議論になることはない。NATO加盟国であるトルコとの間の

アルメニア人虐殺問題、そして親NATO政策を展開するアゼルバイジャンとの間

のナゴルノ・カラバフ問題は、アルメニアの対NATO関係構築の障害となってい

る。しかしながら、2003年の対イラク武力行使の際に、トルコが必ずしも全面

的な協力を打ち出せなかった「機会の窓」を捉え、「アルメニアでのカラー革命

の脅威やコーカサスでのロシアの無力（lack of effectiveness）」(31)や「近年のロ

シアとトルコの接近がアルメニアのモスクワへの信頼を失わせた」(32)ことなどに

よって、親トルコ一辺倒政策を転換してロシアやイランとの関係改善を図った

アゼルバイジャンのアリエフ大統領の例に倣い(33)、「全方位外交（multi-vector

foreign policy）」(34)を打ち出したとされている。同国政府は、IPAP参加が必ずし

もNATO加盟の議論につながらないことを確認した上で、米露のゼロ・サム・

ゲームを回避できる枠組みとして、対NATO関係の構築を図っているとされ

る(35)。アルメニアの対NATO関係は、NATOパートナーシップの非排他的な性格

を最も典型的に活用したものであり、非常に興味深い。ただし、上記の文脈に

よる対NATO接近は、やはりNATOおよびNATO各国による何らかの安全の保証

を視野に入れたものであり、従って、IPAPは、その実態として、結局「西側」

の「磁力」によってその活動が支えられていると言わざるをえない。

　PAPは具体的な行動目標を掲げたテーラーメード型の協力プログラムの総称で

あり、設定される目標ごとに様々なPAPが構築されうるが、2004年のイスタン

ブールNATO首脳会議で構築されたPAPがPAP-DIB（Defence Institution

Building）である(36)。これは、その名称からは治安部門改革（SSR: Security Sec-

tor Reform）支援のように聞こえるが、「この名称もまた誤解を招きがちである。

NATOが防衛関係の機関のみ対象としているようであるが、実際には議会や司法

機関、それに市民社会を対象としたものである」(37)。すなわち、PAP-DIBは体制
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転換・定着支援である。また、PAP-DIBはすべてのEAPC参加国に開放されては

いるが、IPAP同様にコーカサスと中央アジア、それにモルドヴァを特に視野に

入れたものであるとされているとともに、その実施形態として IPAPとPARPを

活用するとされていることからも、PAP-DIBはIPAPの補足物と見なしうるだろ

う。

　PAP-T(38)は、2002年にプラハでIPAPとともにうちだされた対テロPAPである

が、EAPC/PFPの協働的側面を強化するものであり、IPAPやMAPとは趣を異に

している。従来、NATOパートナーシップ枠内でパートナー諸国の能力を構築す

るプログラムとしてはMAPやPARPがあったが、これらはMAPがNATO加盟を

視野に入れている、換言すれば5条任務の共同遂行能力を目標にし、PARPが具

体的なNATO加盟準備の前段階として、暗黙に非5条任務一般の共同遂行能力を

視野に入れていたのに対し、PAP-TはNATO加盟問題とはまったく別個に対テロ

作戦の行動能力の構築を打ち出したものである。また、従来のEAPC/PFPでも

PARPはテーラーメード型の協力ではあったが、参加国が結果的にNATO加盟と

いう「磁力」が及ぶ範囲に限定されていたのに対し、PAP-Tは全EAPC/PFP参加

国を対象とするものである。テーラーメード型を実践する方式としては、NATO

装備局長会議（CNAD: Conference of National Armaments Directors）の関与や、

メンター・システムの導入(39)があげられる。また、PAP-T参加の「磁力」として

は、テロの脅威とともに、PFP信託基金（PFP Trust Funds）の設立による資金

援助がある。

　PAP-Tに関する研究は未だ少なく、その検討の蓄積は十分ではないが、本稿に

おけるNATOパートナーシップの「太陽系」の中にこれを位置づけると、NATO

加盟という「磁力」の及ばない、辺縁とも言える中央アジア諸国についてPAP-

Tの果たす役割を検討することが必要になる。PAP-Tには、インテリジェンスの

共有、対テロ能力および国境管理能力増強のための訓練や演習などが含まれる

とされているが、PFPなどのように枠組みとして確立されたものではないため、

実際にどの国が参加しているのかは定かでない。NATO関係者が執筆した論文お

よびNATOの広報資料によれば、「中央アジアのいくつかの国（“Some of the Cen-

tral Asian Partners”）」がPAP-Tを通じてテロとの戦いに貢献しているとされてい

るが(40)、他のNATO広報資料ではカザフスタン以外にPAP-Tへの具体的な参加が

確認できない(41)。しかしながら、PAP-Tが対テロ作戦という行動志向のしくみで
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あることに着目すれば、現在NATO主導で実施されているアフガニスタンでの

ISAF作戦への協力や参加をベンチマークとすることができるだろう。ISAFへの

協力という観点では、カザフスタンがISAF本体への参加を検討している他、永

世中立政策をとるトルクメニスタン以外のすべての中央アジアのパートナー諸

国がNATO部隊やNATO加盟国にISAFオペレーションに関連した国内軍事基地

の使用を認めている。トルクメニスタンも領空の通過を認めている。以上から、

対テロ作戦のための恊働の枠組みとしてのパートナーシップという性格は、結

果的に確保されていると言えるが、あくまでもアフガニスタンISAFという具体

的なミッションのためのものであり、制度的に定着したものとなるかどうかは

不透明である。

　EAPC/PFPの中央アジア5カ国のうち、永世中立政策をとるトルクメニスタン

を除く4カ国は、そのいずれもがロシア主導のCSTO加盟国であり、さらに同時

に中露主導の上海協力機構（SCO: Shanghai Cooperation Organization）加盟国で

もあるため、NATO加盟という「磁力」は今後とも及びにくいと思われる。しか

し、アフガニスタンISAFに関する協力に見られるような実務的な関係は、ある

程度、機能していると見られる。すなわち、欧州・大西洋災害対策調整センター

（EADRCC: Euro-Atlantic Disaster Coordination Center）や、「平和と安全保障のた

めの科学（SPS: Science for Peace and Security）」および広報活動である。EADRCC

は1998年にロシアの提案によってEAPC枠内に創設されたもので、基本的に

EAPC諸国における災害への対応に際して協力するものである(42)。また、中央ア

ジア諸国に関して最も顕著なSPSのプログラムは、バーチャル・シルク・ハイ

ウェイ（Virtual Silk Highway）と呼ばれる衛星回線を活用した高速ネットワー

クの構築であり、2003年に完成したとされており、中央アジアのEAPCパート

ナーのすべてがこれに参加している。また、NATO・ロシア理事会（NRC: NATO-

Russia Council）のイニシアチブで2005年に開始された対麻薬訓練のパイロット

プロジェクトにも、中央アジアEAPC諸国のすべてが参加している。これに関連

して、アフガニスタンと長い国境を有するタジキスタンはNATO・ロシア主導の

下、既に200名の人員が国境管理に関する訓練を受けている(43)。また、中央アジ

アのEAPC諸国の中では最もNATOとの関係構築が進んでいるカザフスタンにお

いてさえ、冷戦期のNATOのイメージが払拭されておらず、NATO広報部とカザ

フスタン政府は、様々な広報活動を共同で実施している(44)。付言すれば、上述の
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SPSはNATO広報部の予算である(45)。

　また、2001年の9.11同時多発テロ後のNATOパートナーシップ政策には、従

来のEAPC/PFPの枠組みとは全く別個の新たな側面がある。すなわち、いわゆる

「グローバル・パートナーシップ」である。これは、2004年頃から検討が開始さ

れ、最終的に2006年のリガNATO首脳会議にて「コンタクト諸国」との関係強

化として打ち出されたもので、主に日韓豪およびニュージーランドを対象国と

し、基本的にはNATOがパートナーシップの枠内で提供している活動、いわゆる

「パートナーシップ・ツールズ」(46)のすべてにアクセス可能であるとされてい

る。「グローバル・パートナーシップ」は主にアメリカ主導で構想されてきたも

のであるが、アメリカのNATO内における影響力のさらなる拡大、NATOのア

メリカの活動のためのツール・ボックス化、（イスラム諸国を念頭に置いた）価

値を共有しない国々との闘いの開始という「悪しき政治的メッセージ」を発出

してしまう危険等を指摘するフランスとの対立により、機構化はもとより、

「パートナーシップ」の用語を公式に用いることも合意できなかったとされてい

る(47)。

「グローバル・パートナーシップ」は、少なくとも現時点において、明らか

にNATO拡大の文脈では捉えられないパートナーシップであり、従来型のEAPC/

PFPとは一線を画すものである。NATOが「域外・外活動（Out-of-Out-of-Area

Operations）」たるアフガニスタンでの ISAFに乗り出したことを契機に構築され

たもので、「NATOの軍事作戦に対する貢献の新たな供給源」(48)であり、「軍事能

力を有する国々を対象に、（...）民主主義の輸出ではなく、NATOへの支援を輸

入」(49)するものである。そしてこのような「支援」は、冷戦後の紛争が古典的な

国家間戦争にとどまらないものとなりつつある現状において、政治的な有志連

合を構築する上でも必要とされるものとなるだろう。

　以上のように、冷戦後の主に旧東側諸国を対象とするNATOパートナーシップ

政策は、冷戦直後期の暫定的なフォーラム的なものとして始まりつつ、かつ対

象国の体制転換・定着と能力構築を通奏低音のように含みながら、NATOの域外

活動の変遷やNATO拡大（もしくは旧西側諸国との関係強化）の「磁力」を主た

る変数として拡充されてきた。特にNATO自体が欧州・大西洋地域における「な

んでも」同盟たる地域的安全保障機構化を経て、9.11同時多発テロを契機にグ

ローバルな「どこでも」同盟に舵を切ったことは、前者がNATO拡大の「磁力」

－ 12 －

2009年９月

を最大限に活用できるものであったのに対しての後者の将来像の不確定性を際

立たせるものとなっている。特に、欧州・大西洋地域に重層的に構築されてい

る安全保障諸機構の「太陽系」において「冥王星」にも例えられるタジキスタ

ンをはじめとする中央アジア諸国(50)へのNATOの「引力」には限界があるばかり

でなく、CSTOやSCOといった別の「太陽系」の「引力」も働いており、同時に

冷戦期のイメージの残滓も払拭されていないため、NATOパートナーシップは、

NATO拡大を視野に入れたいわば新機能主義的なものではなく、実務的な機能主

義的なものにとどまっているのが現状である。

 II 　NATO・中東関係

　NATO・中東関係は、現在、地中海対話（MD: Mediterranean Dialogue）と ICI

の二層構造となっている。MDは、1994年12月のブリュッセルNATO外相理事会

で打ち出され、現在ではアルジェリア、エジプト、イスラエル、ヨルダン、モー

リタニア、モロッコおよびチュニジアの7カ国が参加している対話枠組みであ

る。他方、ICIは2004年のイスタンブールNATO首脳会議でMD創設10周年とあ

わせて基本的にGCC諸国を対象として打ち出されたものであり、現在の参加国

はバーレーン、カタール、クウェートおよびアラブ首長国連邦（UAE: United

Arab Emirates）のGCC4カ国である(51)。

　MDは、創設以来、緩やかな対話枠組みにとどまっていたが、2001年の9.11ア

メリカ同時多発テロを契機に再活性化が図られている。この「ルネサン

ス」？？？の端緒は2002年4月のロバートソンNATO事務総長演説であり(52)、

2002年11月のプラハNATO首脳会議宣言での地中海地域への言及を経て、2004

年6月のイスタンブールNATO首脳会議にてICI創設とともにMDのパートナー

シップ化が決定された。その具体像は同時に発出された政策文書「『地中海対

話』のための、より野心的かつ拡大された枠組み（A more Ambitious and Expanded

Framework for the Mediterranean Dialogue）」に詳述されている。

　MDとICIが理論的には同一の地域を対象としながら、二本立てとなっている

ことに関しては、その背景に米欧間の相違があったことが指摘されている。中

東への関与に関しては、2001年の9.11同時多発テロと2003年3月の米主導の多国

籍軍によるイラク軍事介入を経て、2004年初頭より関係者による言及が活発化

し、最終的には2004年6月8-10日のアメリカにおけるシー・アイランドG8首脳
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会合にて「拡大中東及び北アフリカとの前進と共通の未来に向けたパートナー

シップ（Partnership for Progress and a Common Future with the Region of the Broader

Middle East and North Africa）」として結実したものである。その過程では、アメ

リカ政府当局側では2004年1月20日の年頭教書以来言及が増加し、欧州側では

同年2月7日のミュンヘン安全保障会議でのドイツのフィッシャー外相の演説が

最初の反応であったとされる(53)。詳細な日付は不明であるが、2月末から3月初

頭にかけて、仏独両国は共同で「中東との共通の未来のための戦略的パートナー

シップ（Partnariat stratégique pour un avenir commun avec le Moyen-Orient: A

Strategic Partnership for a Common Future with the Middle East）」という文書を発出

し(54)、ほぼ同時期、米英共同提案としてICIが発出されている(55)。前者は同年6

月19日の欧州理事会にて採択された「地中海及び中東とのEU戦略的パートナー

シップ（EU Strategic Partnership with the Mediterranean and the Middle East）」(56)に

つながっていき、後者は同年6月28-29日のNATOイスタンブール首脳会議での

採択へとつながっていった。この過程で、仏独両国はアメリカ提案が対象国に

「レシピ」を示す傾向があることに懸念を示し(57)、フィッシャー独外相はNATO

の地中海対話とEUのバルセロナ・プロセスとの連携を訴えた(58)。また、フラッ

ティーニ伊外相はフィッシャー演説に賛意を示しつつ、NATO・EU間の連携に

ついて公式なものとしないことを訴えた(59)。NATOとEUの提供する枠組みを分

離しておくことに関しては、仏独共同提案の中でも主張されていたとされる(60)。

また、フランスもMDの自律性の維持とアメリカの影響力の限定にこだわり、

MD対象国の側も既に獲得済であるMD参加国という地位を失うことを恐れたと

される(61)。これらの指摘は、すべてがMDとICIが二本立てになったこと、ある

いはMDを ICIに包含しなかったことを、明快に説明しうると考えられる。

　MDとICIについて、その内容的な相違についてみると、MDの方がICIよりも

古典的なPFPに類似していることがわかる。まず、共通点についてみると、防衛

改革支援、軍軍協力と「適切な場合には（as appropriate）」PFPツールズの活用

などといった両枠組みの主たる内容は、ほぼ同一である。しかしながら、MDで

は「パートナーシップ」の用語が明確に用いられているとともに、EADRCCや

モンスにあるNATO欧州連合軍最高司令部（SHAPE: Supreme Headquarters Al-

lied Power Europe）内のパートナーシップ調整班（PCC: Partnership Coordination

Cell）への人員配置が言及されている等、より古典的なPFPのあり方への準拠が
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見られる。また、自己差別化による参加が規定されている点も、PFPにおけるIPP

を想起させる。グローバル・パートナーシップ問題についてふれたように、

NATOにおいては「パートナーシップ」の用語の使用は一定の関与の度合いを意

味するものとも考えられる。付言すれば、上述のようにパートナーシップ・ツー

ルズの活用について「適切な場合には」という但し書きは共通であるが、ICIの

場合には、それにさらに「ケース・バイ・ケースで」との記述が重ねられてお

り、関与の度合いの差異が読み取れるものとなっている。さらに、ICIでは、第

三項eにて、ICIへの参加がNATO/EAPC/PFPへの参加や、安全の保証（security

guarantees）につながるものではないとクギがさされているが、これもMDには

ない表現である。

　ICIについて、MDにない特徴的な表現としては、「グローバル」な関心と、「テー

ラーメード」型協力への言及がある。MDは、その目的として、第4項に「総体

としての目的は地域的な安全と安定への貢献にある（overall aim will be to con-

tribute towards regional security and stability）」とあるのに対し、ICIでは第1項に

て「長期的なグローバルおよび地域的な安全と安定への貢献（contribute to long-

term global and regional security and stability）」が謳われているのである。また、

ICIでは第7項aにて、防衛改革等へのNATOの貢献について、「テーラーメード」

型への言及が見られるが、これはMAP以降、PAP-Tなどに見られる特徴的な表

現であり、自己差別化型とは明確に一線を画すものである。ICIは、NATO/EAPC/

PFPとの峻別に見られるように、明らかにNATO加盟の「磁力」を排除したもの

であるので、その点ではMAPではなくPAP-T以降のパートナーシップの文脈に

準拠したものであると言える。

　以上にように詳細に観察すると、MDとICIは、ともにEAPC/PFPの枠外に置か

れながら、MDが古典的なEAPC/PFPに準拠し、ICIがPAP-T以降のグローバル行

動志向型のパートナーシップに準拠していることがわかる。ICIは、いわば加盟

なき、協力輸入型の辺縁パートナーシップである。EAPC/PFP枠内での中央アジ

ア諸国が類推される関係のあり方であるが、それでも中央アジア諸国がNATOと

の関係の実績を積み上げているのはアフガニスタンISAFでの協力があるとする

と、MD/ICIは何を協力の推進力とすべきなのであろうか。

　NATOがMD諸国の参加を視野に入れている活動としては、地中海での “Op-

eration Active Endeavour (OAE)” がある。OAEは、2001年の9.11アメリカ同時多
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発テロ直後に実施されたNATOの8つの対応のうちのひとつであったNATO常設

地中海艦隊（STANAVFORMED: Standing Naval Force Mediterranean）による東

地中海海域の警戒行動を起源とし、同年10月から公式にOAEとして展開が開始

された北大西洋条約第5条に基づくテロ対策である。また、2004年3月からは

NACの決定に基づき、対象海域が地中海全域に拡大されている。2004年のイス

タンブールNATO首脳会議ではOAEの強化が打ち出され、2006年以降はロシア

やウクライナの艦船の参加が実施されている。MD参加国としては、イスラエル

とモロッコがOAE参加に向けて交渉中であり、イスラエルは2008年1月から既

にナポリのNATO海上部門[MK2]司令部（CC-Mar Naples: Allied Maritime Com-

ponent Command Naples）に連絡将校を派遣済みである(62)。また、OAEに関し、

MDおよびPFP参加国との「緊密な協力と情報共有（closer cooperation and infor-

mation sharing）」(63)が謳われている(64)。この他、ヨルダンはNATO主導のアフガ

ン ISAFに派兵している。

　他方、ICI参加国に関しては、その参加を視野に入れている活動の存在は不明

である。ただし、UAEは、1999年に展開開始されたコソボにおけるNATO主導

の平和維持部隊であるKFORに、その当初からNATO非加盟国としてはロシアと

並んで派兵しており、それ以前のボスニア紛争においても人道支援を展開して

いた(65)。また、少なくとも2008年3月以降、アフガンISAFにも派兵している(66)。

ICI諸国一般の参加の可能性を指摘できる活動としては、NATOのソマリア沖海

賊対策作戦がある。NATO加盟国でもあるフランス、デンマーク、オランダおよ

びカナダは、ソマリアへの世界食糧計画（WFP: World Food Programme）による

食糧支援のエスコートとして2007年11月より同海域への展開を開始し、2008年

9月25日の国連事務総長からNATO事務総長への支援要請の書簡を受け、同年10

月9日のNATO国防相会合での合意を経て、EU部隊が展開開始するまでの「繋

ぎ」として、NATOの第2NRF常設艦隊（SNMG-2: Standing NRF Maritime Group

2）が中心となって“Operation Allied Provider”を展開開始した(67)。EUが “EU

NAVFOR Somalia”の枠内で “Operation Atalanta”の展開を開始したのは同年12月

8日であり(68)、これに伴って “Operation Allied Provider”は同年12月12日に任務

を完了している(69)。しかしながら、海賊行為の激化に伴い、2009年3月13日から

第1NRF常設艦隊（SNMG-1）(70)が “Operation Allied Protector”を展開開始した(71)。

同年6月29日からは、任務はSNMG-2に引き継がれている。“Operation Allied
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Protector”は急遽決定されたもので、本来は “Operation Pearl”としてSNMG-1が

インド洋沿岸諸国を経由してシンガポールおよびオーストラリア（パース）を

歴訪する予定であったとされる(72)。“Operation Allied Protector”に変更されてか
らも “Operation Pearl”の内容は一部引き継がれ、SNMG-1はジブチを経由してパ

キスタンのカラチまでは訪問したが、最終的にSNMG-1はそこからソマリア沖海

域に引き返している。また、2008年11月には最初のICI演習が海賊対策をテー

マにGCC諸国との間で実施される予定である旨報じられた(73)。以上のように、

“Operation Allied Protector”は ICI参加国に近い海域で実施されており、また同作

戦とは別個ではあるが、NATOとして海軍部隊を媒介としてのインド洋海域にお

ける非NATO加盟国との協力関係の構築を視野に入れていると考えられることか

ら、地中海におけるOAEのように、将来的なICI諸国の参加も考えられるだろ

う。

　以上の他、MD/ICIが実績をあげている分野として、教育訓練がある。具体的

には、2006年のリガNATO首脳会議で米伊およびノルウェーの提案によって(74)

NATO訓練協力イニシアチブ（TCI: NATO Training Cooperation Initiative）とし

て打ち出されたもの(75)で、第一段階としてPFPの訓練に関わる部分のMD/ICI諸

国への開放や、ローマのNATO防衛大学（NDC: NATO Defense College）への中

東学科（Middle East Faculty）の設置、第二段階としてMD/ICI諸国による安全

保障協力センター（Security Cooperation Centre）の設置等がふれられている。関

連して、ドイツのオーバーアマガウ（Oberammergau）のNATO学校（NATO

School）の活用や、OCCへのMD/ICI諸国の参加等も言及されている(76)。さらに

訓練・教育強化計画（TEEP: Training and Education Enhancement Programme）の

活用も言及されているが、これはOCCと並ぶ行動志向性の高いプログラムであ

る。TEEPは、当初1999年のワシントンNATO 50周年記念首脳会議で創設され

たものであり、当初より、PFPを「よりオペレーショナルに」するために設置し

たとされていたが(77)、特に2002年のプラハNATO首脳会議にて、NATO変革の

一環として共同統合任務部隊（CJTF）型オペレーションへのPFP諸国の対応や、

中央アジアおよびコーカサス諸国との協力体制の構築を視野に入れたものとなっ

たとされている。また、参加国は自己差別化によって参加するとされている(78)。

2009年8月現在、協力の第二段階たる現地安全保障協力センターもしくはそれに

類する施設の設置はまだ見られないが、NDCには2007年からパイロットコース
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として、そして2009年3月からは本格的に、NATO地域協力課程（NRCC: NATO

Regional Cooperation Course）が設置されており、12カ国から19名の参加がある

とされている(79)。

　以上のように、MDおよびICIへのNATOの関与に関して、民主化という側面

が排除され、結果的に機能主義的とも言うべき実用的な協力関係に特化してい

るのは、対象諸国の民主化ないし米欧諸国の関与への根強い警戒感や反感があ

るためと考えられている(80)。そもそも、MD/ICIがPFPから明確に峻別されてい

る背景には、NATOの関与拡大への警戒とともに、PFPが強力かつ明確な民主原

則を謳っているためでもある。特にGCC諸国においては、治安部門は主権の非

常に重要な要素を構成しており、同諸国がこれまで70年もの間、イスラム革命

から無縁でいられたのは同部門を慎重に管理してきたためであるとも指摘され

ている。同諸国の治安部門改革は国内的な勢力バランスを崩す恐れがあり、非

効率的で透明性に欠ける防衛予算にも同諸国の権威の源泉となっているという

現実があるとされる(81)。同時に、同諸国においてはNATOに代表される「西側」

との政治的協力は「世論との衝突をもたらし、権威の失墜をもたらす」(82)恐れが

あるとされる。

おわりに

　NATOは、そのパートナーシップ構築の出発点とも言えるPFP枠組文書第2項

にて、「欧州・大西洋地域の安定と安全は、協力と共同行動（common action）を

通じてのみ達成される」としていた。設立当初のPFPが視野に入れていたのは、

基本的に欧州・大西洋地域のパートナー諸国を、NATO加盟という「磁力」に

よって地域的安全保障構築のパートナーとすることであった。しかし、2001年

の9.11アメリカ同時多発テロ発生後のNATOのグローバル化の文脈の中で、「磁

力」の及ばない中央アジア諸国に対してもPFP枠内で、共同行動を通じての関係

構築を進めている。GCC諸国を中心とする中東諸国との関係構築においても、

同様に「磁力」は働かず、あるいは働かせておらず、実際にその結果として実

際的・恊働的な関係構築が進められている。

　NATO拡大の「磁力」を伴ったPFPによる安全保障共同体創設（あるいは拡

大）の効果は好意的に評価されている。NATO加盟の要件として、近隣諸国との

紛争の平和的解決や軍事部門の透明性の確保が求められ、さらにPARPを踏み台
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としたNATOの多国間能力構築サイクルへの参加は関係諸国の軍事部門の「再国

家化」への懸念を払拭した。しかしながら、NATO拡大の「磁力」が及ばない辺

縁的PFP参加国である中央アジア諸国やMD/ICI参加国にはこのような効果は及

んでいない。それでも、NATOとの関係構築を肯定的に評価することが出来るだ

ろうか。

　本稿は、中央アジア諸国やMD/ICI諸国に対しては、NATOのパートナーシッ

プの一環としての「協働的安全保障（collaborative security）」とも呼ぶべき枠組

みが構築されていると考える。この「協働的安全保障」が、ICI諸国を足がかり

にして、最終的に中東地域に安全保障共同体もしくは予防外交レジームを構築

しうるか否かは現時点で定かでない。しかしながら、NATO加盟国間に安全保障

共同体が構築されていると考えるとき、そこに至る道のりには価値の共有とと

もに、集団防衛という共同の任務の遂行準備があったことは想起される必要が

ある。少なくとも、ICIを単純にPFPへの類推で捉え、その比較において否定的

に評価することは間違いである、とだけは言える(83)。

付記　本稿は、科学研究費補助金（基盤研究A）「湾岸産油国を中心とした中東にお
ける予防外交の可能性に関する研究」（課題番号19203009）の成果の一部であ
る。
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